令和7年度釜石市事業承継コーディネーター募集要項
	１.募集人数

	１名

	２.主な業務内容

	(1)　釜石市内の事業承継支援ネットワークの構築
(2)　譲渡希望者の事業承継に係る課題及び支援ニーズの抽出、相談対応等
(3)　釜石市内における事業承継に関するセミナーの企画及び実施
(4)　譲受希望者の発掘及び事業承継を希望する譲渡希望者との引き合わせ

	３.任用形態・期間

	(1)  身　　　分　：　個人事業主　※市職員の身分は持たない
(2)  任用方法　：　業務委託
(3)  任用期間　：　令和7年度の任用日から令和8年3月31日まで
　　　　　　　　　　　　　※ 原則1年間とし、年度単位で再任を行います。
　　　　　　　　　　　　　※ 任用期間中であっても、法令等の違反や職務を怠った場合等、ふさわしくない非行があった場合は、任用を解きます。

	4.業務委託費

	[bookmark: _Hlk167284261]人件費相当分1,056千円(税込) 及び諸経費相当分264千円(税込)を上限として業務委託契約を締結します。
· 通勤費、その他手当は含みません。（別途の支給はありません。）
· 諸経費の対象となる経費は以下のとおりです。
(1)　講師等への旅費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(2)　講師等への報償費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(3)　使用料及び貸借料
(4)　消耗品費
(5)　印刷製本費

	５.活動場所

	(1)　釜石市内
　　　
(2)  任意の活動場所
　　　 ※ 釜石市事業承継コーディネーターとしての委託業務内容に伴う場合にのみ、市外での活動が可能です。

	６.応募要件

	
以下の条件を全て満たす方に限ります。
(1)　 公認会計士、弁護士、税理士、中小企業診断士、事業承継士等の資格を有し、又はこれらと同等の能力を有すると認められ、かつ、起業支援、事業承継支援等の実務経験を有する者

(2)  心身ともに健康で、業務の内容・趣旨を理解し、市の条例その他の規定等を踏まえつつ、専門的知見や能力を最大限に活かしながら取り組むことができる者

(3)　次に掲げる事項のいずれにも該当しない者
ア　成年被後見人又は被保佐人
イ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4)　個人事業主として開業している方


	７.応募方法

	(1)　提出書類
　　①　応募用紙
　　②　職務経歴書（任意様式）
　　③　個人事業主として事業を営んでいることを証明する書類(個人事業開業届出済証明書等)
　　④　公認会計士、弁護士、税理士、中小企業診断士、事業承継士等の資格を有している場
合は、これを証明する書類 ※資格を有していない場合は提出不要です。

(2)　提出方法
　「10.問い合わせ・応募先」あてに郵送又は窓口持参、メール添付のいずれかで提出。
　※郵送の場合は、封筒に「釜石市事業承継コーディネーター応募書類在中」とご記載ください。

	８.応募書類の提出締切日

	令和7年5月20日（火）17時（必着）
※応募状況によっては、期限前に受付を締め切る可能性もありますので、ご了承ください。

	９.選考方法

	(1)　第1次選考「書類選考」
· 応募書類を基に、書類選考による第1次選考を実施します。
· 選考結果は、応募者全員にメールにて通知します。
　（募集締め切り後、速やかに実施予定）

(2)　最終選考「面接試験」
· 第1次選考合格者を対象に、面接試験を実施します。
· 日時や場所等の詳細については、第1次選考結果の通知の際にお知らせします。
· 合否については、最終選考参加者全員にメールにて通知します。

	1０.問い合わせ・応募先

	本要項に記載している内容でご不明な点や記載のない事項で確認したい点がありましたら、下記担当までご連絡ください。
〒026-8686
釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市産業振興部商工観光課商工業支援係　小笠原
電 話：0193-27-8421
メール：sangyou@city.kamaishi.iwate.jp
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令和 7 年度 釜石市 事業承継 コーディネーター 募集要項  

１ . 募集人数  

１名  

２ . 主 な 業務内容  

(1)   釜石市内 の 事業承継支援 ネットワーク の 構築   (2)   譲渡希望者 の 事業承継 に 係 る 課題及 び 支援 ニーズ の 抽出、相談対応等   (3)   釜石市内 における 事業承継 に 関 する セミナー の 企画及 び 実施   (4)   譲受希望者 の 発掘及 び 事業承継 を 希望 する 譲渡希望者 との 引 き 合 わせ  

３ . 任用形態・期間  

(1 )   身     分   ：   個人事業主   ※市職員 の 身分 は 持 たない   ( 2)   任用方法   ：   業務委託   (3 )   任用期間   ：   令和 7 年度 の 任用日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで                 ※   原則 1 年間 とし、 年度単位 で 再任 を 行 います。                 ※   任用期間中 であっても、 法令等 の 違反 や 職務 を 怠 った 場合等、 ふさわしく ない 非行 があった 場合 は、 任用 を 解 きます。  

4 . 業務委託費  

人件費相当分 1,056 千円 ( 税込 )   及 び 諸経費相当分 264 千円 ( 税込 ) を 上限 として 業務委託 契約 を 締結 します。   ※   通勤費、 その 他手当 は 含 みません。（ 別途 の 支給 はありません。）   ※   諸経費 の 対象 となる 経費 は 以下 のとおりです。   (1)   講師等 への 旅費 ( イベント の 開催 に 伴 うものに 限 る。 )   (2)   講師等 への 報償費 ( イベント の 開催 に 伴 うものに 限 る。 )   (3)   使用料及 び 貸借料   (4)   消耗品費   (5)   印刷製本費  

